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ア
ビ
リ
ン
ピ
ッ
ク

熊
本
大
会
2
0
2
6

障
が
い
の
あ
る
人
が
日
ご
ろ
培
っ
た
技

能
を
競
い
合
い
、
職
業
能
力
の
向
上
を
目

指
す
と
と
も
に
、
企
業
や
社
会
一
般
の

人
々
の
障
が
い
者
雇
用
に
対
す
る
理
解
と

認
識
を
深
め
、
雇
用
の
促
進
に
繋
げ
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
開
催
し
ま
す
。
観
覧
自

由
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

開
会
式
は
行
な
い
ま
せ
ん
。
表
彰
式
は

別
日
に
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
表
彰

式
の
日
時
と
会
場
は
主
催
者
か
ら
受
賞
者

に
通
知
し
ま
す
。

▼
と
き

6
月
28
日
㈰

午
前
9
時
45
分
～

午
後
4
時
30
分（
予
定
）

▼
と
こ
ろ

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
熊
本

（
須
屋
2
5
0
5
ー
3
）

問�

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者

雇
用
支
援
機
構　

熊
本
支
部　

高
齢
・

障
害
者
業
務
課

☎
0
9
6（
2
4
9
）1
8
8
8

す
ま
い

県
営
住
宅

補
充
入
居
待
機
者
募
集

県
で
は
、
県
営
住
宅
の
明
け
渡
し
が

あ
っ
た
場
合
の
補
充
入
居
待
機
者
を
募
集

し
ま
す
。

▼
募
集
案
内
書
配
布
場
所

①
県
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

（
熊
本
市
中
央
区
水
前
寺
6
ー
5
ー
1
9

県
庁
会
議
棟
1
号
館
1
階
）

②
市
役
所　

都
市
計
画
課

③
㈱
明
和
不
動
産　

各
店
舗

▼
配
布
期
間
・
時
間

5
月
13
日
㈬
〜
6
月
8
日
㈪

①
②
午
前
9
時
〜
午
後
5
時

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

③�

各
店
舗
で
営
業
時
間
・
定
休
日
が
異
な

り
ま
す
。

▼
申
込
期
間

5
月
29
日
㈮
〜
6
月
8
日
㈪

▼
申
込
方
法

・
郵
送

案
内
書
に
付
い
て
い
る
封
筒
で
特
定
記

録
郵
便
で
郵
送
。

（
6
月
8
日
㈪
ま
で
の
消
印
有
効
）

・
電
子
申
請

電
子
申
請
サ
ー
ビ

ス
で
申
し
込
み
。

・
窓
口
提
出

県
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

専
用
の
受
付
ボ
ッ
ク
ス
に
投
函
。

（
平
日
・
午
前
9
時
〜
午
後
4
時
）

申
問
県
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

☎
0
9
6（
2
1
3
）2
7
1
1

す
ま
い
の
相
談
会

高
齢
者
の
住
ま
い
や
空
き
家
対
策
、
将

来
の
住
ま
い
の
選
択
な
ど
、
住
ま
い
に
関

す
る
不
安
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。
市
居
住

支
援
協
議
会
で
は
毎
月
テ
ー
マ
を
設
け
て

相
談
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
一
人
で
も

家
族
で
も
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相

談
は
無
料
で
、
完
全
予
約
制
で
す
。

▼
と
こ
ろ

み
ん
な
の
居
場
所（
須
屋
駅
隣
）

（
須
屋
1
2
2
0
ー
1
）

▼
申
込
方
法　

電
話
、
F
A
X
、
メ
ー
ル

申
問
㈳
市
居
住
支
援
協
議
会

☎
0
9
6（
3
2
7
）8
3
6
3

N
0
9
6（
3
2
7
）8
3
7
6

{info@
koshi-kyojyu.jp

し
ご
と

海
上
保
安
官
募
集
案
内

海
上
保
安
庁
は
、
海
上
保
安
学
校
・
海

上
保
安
大
学
校
の
学
生
採
用
試
験
の
受
験

者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
受
け
付
け
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
行
な
い
ま
す
。

海
上
保
安
学
校
学
生
採
用
試
験

（
令
和
9
年
4
月
採
用
）

▼
受
付
期
間

7
月
10
日
㈮
〜
23
日
㈭

海
上
保
安
大
学
校
学
生
採
用
試
験

（
令
和
9
年
4
月
採
用
）

▼
受
付
期
間

8
月
20
日
㈭
〜
9
月
7
日
㈪

※�

試
験
日
程
な
ど
の
詳

し
い
情
報
は
採
用
サ

イ
ト
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い

問�

第
十
管
区
海
上
保
安
本
部　

総
務
部
人

事
課

☎
0
9
9（
2
5
0
）9
8
0
0

職
業
訓
練
コ
ー
ス
の
ご
案
内

職
業
訓
練
は
、
求
職
者
が
職
業
訓
練
に

よ
る
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
通
じ
て
、
早
期
就

職
を
実
現
す
る
た
め
に
、
国
が
支
援
す
る

制
度
で
す
。
受
講
料
は
無
料
で
す
が
、
教

科
書
代
な
ど
が
必
要
で
す
。

一
定
の
条
件
を
満
た
す
と
、
雇
用
保
険

な
ど
を
受
給
し
な
が
ら
職
業
訓
練
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
と
こ
ろ

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
熊
本

（
須
屋
2
5
0
5
ー
3
）

▼
実
施
期
間
・
訓
練
科
目

8
月
4
日
㈫
〜
令
和
9
年
1
月
29
日
㈮

・
機
械
・
C
A
D
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
科

・
福
祉
住
環
境
サ
ー
ビ
ス
科

8
月
4
日
㈫
〜
令
和
9
年
2
月
26
日
㈮

・
組
込
み
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
科

・�

N
C
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
科（
企
業
実
習

あ
り
）

・
電
気
設
備
施
工
科（
企
業
実
習
あ
り
）

▼
募
集
期
間

6
月
1
日
㈪
〜
25
日
㈭

申
問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
菊
池　

訓
練
担
当

☎
0
9
6
8（
2
4
）8
6
2
5

イ
ベ
ン
ト

伝
統
を
受
け
継
ぐ
夏
祭
り

竹
迫
観
音
祭

約
8
0
0
年
前（
鎌
倉
時
代
）に
始
ま
っ

た
、
農
業
・
産
業
振
興
や
交
通
安
全
を
祈

願
す
る
祭
り
で
す
。

毎
年
7
月
の
第
2
土
曜
日
に
行
な
わ

れ
、
県
内
で
最
も
早
い
夏
祭
り
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

▼
と
き

7
月
11
日
㈯

午
後
5
時
～
10
時

※
雨
天
の
場
合
は
12
日
㈰
に
開
催

▼
と
こ
ろ

竹
迫（
上
町
・
横
町
・
下
町
）

※�

祭
り
当
日
は
、
周
辺
の
一
部
の
道
路
が

通
行
止
め
と
な
り
ま
す

▼
駐
車
場

・
旧
J
A
合
志
中
央
支
所

（
竹
迫
2
0
1
0
）

・
熊
本
酪
農
業
協
同
組
合

（
幾
久
富
1
3
8
3
）

・
旧
市
商
工
会
支
所

（
幾
久
富
1
1
2
4－

1
）

・
市
役
所

（
竹
迫
2
1
4
0
）

問
竹
迫
観
音
保
存
会　

会
長　

蘭
野
勝
之

☎
0
9
0（
3
3
2
8
）9
3
2
1

そ
う
だ
ん

オ
ス
ト
メ
イ
ト
医
療
相
談
会

オ
ス
ト
メ
イ
ト（
人
工
肛
門
・
人
工
膀

胱
保
有
者
）の
人
と
そ
の
家
族
を
対
象
に
、

ス
ト
ー
マ
ケ
ア（
人
工
肛
門
な
ど
の
管
理

の
仕
方
）な
ど
の
医
療
相
談
会
と
オ
ス
ト

メ
イ
ト
の
体
験
発
表
を
開
催
し
ま
す
。

▼
と
き

6
月
27
日
㈯

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

※
午
後
1
時
15
分
か
ら
受
け
付
け

▼
と
こ
ろ

熊
本
再
春
医
療
セ
ン
タ
ー

（
須
屋
2
6
5
9
）

▼
参
加
費

無
料

▼
申
込
方
法

電
話

※
事
前
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す

申�

問（
公
社
）日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会
熊
本

県
支
部
事
務
局

（
大
腸
肛
門
病
セ
ン
タ
ー
高
野
病
院
内
）

☎
0
9
6（
2
0
6
）3
3
3
0

と　き
（全て土曜日） 内　容

① 6月20日 高齢者でも賃貸住宅に入れる？入居支
援制度について

② 7月18日 空き家になる前に考える家の活用方法
③ 8月15日 家の片付け・不用品処分の進め方
④ 9月19日 相続前に考える住まいの整理と活用
⑤ 10月17日 賃貸住宅の保証人について
⑥ 11月21日 空き家の管理とリフォームのポイント

※時間は午後１時〜３時

ひとりで悩んでいませんか
こどもの叱り方がわからない、離婚して自立したい、

パートナーからの暴力で困っているなど
があれば、一緒により良い解決方法を探
していきましょう。秘密は守ります。

▶と　き　午前8時30分〜午後5時15分
　　　　　（土日・祝日を除く）
▶相談先　こども家庭課 女性・こども家庭班 ヴ

　　　　　☎096-248-1199

▲県営住宅
　管理センター
　ホームページ

▲竹迫観音祭
　インスタグラム

▲アビリンピック
　熊本大会2026
　ホームページ

▲採用サイト

18広報 こうし　2026.619 広報 こうし　2026.6


